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1. 責任者の届出について 

 酸素濃度計を設置する場合は、あらかじめ責任者を決め、安全管理室長に、

責任者の所属・氏名・連絡先・酸素濃度計の設置場所を届出ること 

2. 責任者の業務について 

 責任者は以下のことを実施すること 

① 酸素濃度計の定期点検を行うこと 

② 実施の記録は責任者が保管すること 

③ 部屋の入口または警報機の近くに、責任者の所属・氏名・連絡先を掲

示すること 

④ 別途携帯型の酸素濃度計を用意すること 

⑤ 酸素濃度計の警報値は１８％以上とすること 

3. 撤去について 

 使用しなくなった酸素濃度計は、速やかに撤去することとし、その旨を安

全管理室長に届出ること 

4. 酸素濃度計の一時休止について 

① 一時的に休止する場合は、警報装置の前面にその旨を掲示すると同時

に、酸素濃度計の電源を落としておくこと 

② 使用を再開する場合は、あらかじめ点検を実施することとし、その旨

を安全管理室長に届出ること 


